
資料２－３

◆各室の在室時間等（参考）

◆清掃業務範囲

◆立入に関する制限

日常清掃（ゴミ収集を含む。）

定期清掃

害虫及びねずみ等防除

定期（法定）点検保守

消耗品交換（執務室等内の管球交換、「第２章５節２.（８）消耗品の補充等」など）

　＜時間帯＞

朝：原則として執務時間（9：00）前に業務を行う

不：不在時に業務を行う

休：原則として休日に業務を行う

適：議員等の了解を得て、執務時間中に適宜業務を行う

保：保守員が保守点検時に業務を行う

－：制限なし

　＜入室許可＞

届不：入室に届出が不要

届要：入室に事前の届出が必要

立要：入室に事前の届出及び議員等の立会が必要

・ＳＰＣが使用する諸室における清掃業務（次頁※部分）は、ＳＰＣ自ら実施する。

・福利厚生施設における清掃業務、消耗品交換、害虫及びねずみ等の防除（次頁※部分）は、

　ＳＰＣ又は運営業者の負担とする。

各室の在室時間等・清掃業務範囲・立入に関する制限



資料２－３

◆在室時間 ◆立入り関する制限（時間帯） 　◆立入に関する制限（入室許可）

利用時間帯（一時在室の時間帯含） 朝 ：原則として執務時間(9:00）前に業務を行う 　届不：入室に届出が不要
不 ：不在時に業務を行う 　届要：入室に事前の届出が必要

開会中開館時間　7:50～21:00 常時在室の時間帯 休 ：原則として休日に業務を行う 　立要：入室に事前の届出及び
閉会中開館時間　8:00～20:00 適 ：議員等の了解を得て、執務時間中に適宜業務を行う 議員等の立会が必要

無印 常時不在の時間帯 保 ：保守員が保守点検時に業務を行う
－ ：制限なし

運営業務提供時間帯（第３章運営を参照）

・害虫及びねずみ等防除における駆除の実施は、休日とする

　SPC又は運営業者が使用する室の駆除は、他室と同日とする

＊ 閉会中は8:00～20:00まで 時間帯
＊＊ 閉会中は8:30～19:00まで 入室許可

＊＊＊ 閉会中は6:45～20:00まで
害虫及び

室名又は部位 床面積 ねずみ等

防除

（調査）

議員事務室 ③ ＊ 対象外 ○ 対象外 適 休・適 休 適 立要

議員事務室内給湯室 ① ＊ 対象外 ○ 対象外 適 休・適 休 適 立要

委員長室 ③ ＊ 対象外 ○ 対象外 適 休 休 適 立要

委員長室給湯室 ① ＊ 対象外 ○ 対象外 適 休 休 適 立要

特別会議室 ③ ＊＊ ○ ○ 不 休 休 不 不 届要

同時通訳ブース ③ ＊＊ ○ ○ 不 休 休 不 不 届要

倉庫 ① ＊＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 不 不 届要

クローク ③ ＊＊ ○ ○ 不 休 休 不 不 届要

音響調整室 ③ ＊＊ ○ ○ 不 休 休 不 不 届要

倉庫内廊下 ① ＊＊ ○ ○ 不 休 休 不 不 届要

講堂 ③ ＊＊ ○ ○ 不 休 休 不 不 届要

準備室 ① ＊＊ ○ ○ 不 休 休 不 不 届要

会派事務室 ③ ＊ 対象外 ○ 対象外 適 休 休 適 届要

会議室

議員会議室 ③ ＊＊ ○ ○ 不 休 休 不 不 届要

会議室 ③ ＊＊ ○ ○ 不 休 休 不 不 届要

秘書会議室 ③ ＊ 対象外 ○ 対象外 休 休 不 不 届要

特別室 ③ ＊＊ ○ ○ 不 休 休 不 不 届要

面談室 ③ ○ ○ 不 休 休 不 不 届要

文書配付室 ① ＊ 対象外 ○ 対象外 適 休 適 適 届要

議員サロン ③ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届要

備品庫・パントリー ① 対象外 対象外 対象外 対象外 休 休 適 届要

前議員室 ③ ＊ 対象外 ○ 対象外 休 休 休 適 届要

家具・備品庫 ① 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

備蓄倉庫 ① 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

議員休養室（男）更衣室含む ③ ＊ ○ ○ 不 休 休 休 不 届要

議員休養室（女）更衣室含む ③ ＊ ○ ○ 不 休 休 休 不 届要

湯沸室（2階） ① ＊ ○ ○ － 休 休（－） 休 － 届要

リフレッシュコーナー（２階） ③ ＊ ○ ○ － 休 休（－） 休 － 届要

喫煙室（２階） ③ ＊ ○ ○ － 休 休 休 － 届要

トイレ（2階） ① ＊ ○ ○ － 休 休 休 － 届要

だれでもトイレ（2階） ① ＊ ○ ○ － 休 休 休 － 届要

廊下（2階） ③ ＊ ○ ○ － 休 休 休 － 届要

食堂

客席 ① ※ ※ ※－ ※－ ※－ 休 ※適 届要

議員専用席 ① ※ ※ ※－ ※－ ※－ 休 ※適 届要

厨房（食品庫含む） ② ※ ※ ※－ ※－ 休（－） 休 ※－ 届要

厨房事務室 ① ※ ※ ※－ ※－ ※－ 休 ※－ 届要

食券売場 ① ※ ※ ※－ ※－ ※－ 休 ※－ 届要

従業員便所 ① ※ ※ ※－ ※－ 休（－） 休 ※－ 届要

廊下 ① ※ ※ ※－ ※－ ※－ 休 ※－ 届要

喫茶 ② ※ ※ ※－ ※－ 休（－） 休 ※適 届要

喫茶（ロビー） ② ※ ※ ※－ ※－ 休（－） 休 ※適 届要

売店 ① ※ ※ ※－ ※－ ※－ 休 ※適 届要

理髪室・美容室・療術治療室 ① ※ ※ ※－ ※－ ※－ 休 ※適 届要

議員歯科診療室 ① 対象外 ○ 対象外 休 休 休 適 届要

体育室 ② ＊ ○ ○ 不 休 休 適 適 届要

用具室 ① ＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

シャワー室、ロッカー室、便所(男・女) ① ＊ ○ ○ 不 休 休 適 適 届要

廊下 ① ＊ ○ ○ 不 休 休 適 適 届要

写真室 ① ※ ※ ※－ ※－ ※－ 休 ※適 届要

クリーニング／生花 ① ※ ※ ※－ ※－ ※－ 休 ※適 届要

銀行／ＡＴＭ ③ ※ ※ ※－ ※－ ※－ 休 ※適 届要

議事部請願課

請願課事務室 ③ ＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

請願課書庫 ① 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

請願課分室 ③ ＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

庶務部議員課

議員課事務室 ③ ＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要
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　※は、SPC又は運営業者が実施すること
　・害虫及びねずみ等の生息調査対象場所は( )
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参議院

いずれも、本会議、委員会等がある場合は、その会議
散会後1時間まで閉館時間を延長
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資料２－３

◆在室時間 ◆立入り関する制限（時間帯） 　◆立入に関する制限（入室許可）

利用時間帯（一時在室の時間帯含） 朝 ：原則として執務時間(9:00）前に業務を行う 　届不：入室に届出が不要
不 ：不在時に業務を行う 　届要：入室に事前の届出が必要

開会中開館時間　7:50～21:00 常時在室の時間帯 休 ：原則として休日に業務を行う 　立要：入室に事前の届出及び
閉会中開館時間　8:00～20:00 適 ：議員等の了解を得て、執務時間中に適宜業務を行う 議員等の立会が必要

無印 常時不在の時間帯 保 ：保守員が保守点検時に業務を行う
－ ：制限なし

運営業務提供時間帯（第３章運営を参照）

・害虫及びねずみ等防除における駆除の実施は、休日とする

　SPC又は運営業者が使用する室の駆除は、他室と同日とする

＊ 閉会中は8:00～20:00まで 時間帯
＊＊ 閉会中は8:30～19:00まで 入室許可

＊＊＊ 閉会中は6:45～20:00まで
害虫及び

室名又は部位 床面積 ねずみ等

防除

（調査）

定期
（法定）

点検保守
左記業務# # # # #

清掃業務範囲 立入に関する制限

日常清掃
ごみ収集

定期
清掃

消耗品
交換

定期
清掃

　※は、SPC又は運営業者が実施すること
　・害虫及びねずみ等の生息調査対象場所は( )

下記の※は、ＳＰＣ又は運
営業者が適宜清掃するこ
と。

日常
清掃

#0

在室時間等（参考）

1 2 3 4 5 9 # # # # # # 1676 8 #

参議院

いずれも、本会議、委員会等がある場合は、その会議
散会後1時間まで閉館時間を延長

材質
①弾性床
②硬質床
③繊維床

㎡

資産公開室 ③ ＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

歳費支払室 ③ ＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

共用作業室 ③ ＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

庶務部情報システム安全管理室

議員用パソコン研修室 ③ 対象外 ○ 対象外 休 休 適 適 届要

情報システム安全管理室（１） ③ ＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

情報ｼｽﾃﾑ安全管理室(２)・ｻｰﾊﾞｰ室 ③ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

国際部

国際部事務室・部長室 ③ ＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

国際部会議室 ③ ＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

記録部書庫 ① 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

管理部管理課議員会館監理室

議員会館監理室 ③ ＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

議員会館監理室第一分室 ③ ＊ 対象外 ○ 対象外 休 休 適 適 届要

議員会館監理室第二分室 ③ ＊ 対象外 ○ 対象外 休 休 適 適 届要

警務部

警務部分室（１） ③ ＊＊＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

警務部分室（２） ③ ＊＊＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

警務部分室（３） ③ ＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

企画調整室管理室 ③ ＊ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

議案課書庫 ① 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

管理部電気施設課

情報通信室 ③ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

ＭＤＦ室 ③ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

情報通信設備監視室 ③ 対象外 対象外 対象外 対象外 休 適 適 届要

職員休養室（男・女） ① ＊ ○ ○ 不 休 休 休 不 届要

ゴミ分別室 ① ＊ ○ ○ － 休 休 休 － 届不

湯沸室 ① ＊ ○ ○ － 休 休（－） 休 － 届不

トイレ ①、② ＊ ○ ○ － 休 休 休 － 届不

だれでもトイレ ① ＊ ○ ○ － 休 休 休 － 届不

リフレッシュコーナー ②、③ ＊ ○ ○ － 休 休（－） 休 － 届不

喫煙室 ②、③ ＊ ○ ○ － 休 休 休 － 届不

ＴＥＬブース ② ＊ ○ ○ － 休 休 休 － 届不

受付 ② ＊ ※ ○ ※－ 休 休 休 適 届不

呼出室 ② ＊ ※ ○ ※－ 休 休 休 適 届不

来訪者用エントランス（東玄関） ② ＊ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届不

議員用エントランス（北玄関） ＊ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届不

エントランスホール ＊ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届不

風除室 ＊ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届不

1階ロビー ＊ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届不

ストリート ＊ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届不

講堂前ロビー ＊ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届不

地下1階ロビー ② ＊ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届不

通用口 ② ＊ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届不

ローディング ② ＊ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届不

西側歩道・計画道路予定地・駐車場 － ＊ ○ 対象外 朝 対象外 休（－） 休 適 届不

モール・ゲート・犬走り － ＊ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届不

地下駐車場 ② ＊ ○ 対象外 朝 対象外 休（－） 休 適 届不

地下鉄駅接続通路 ② ＊ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届不

地下連絡通路 ② ＊ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届不

廊下（全般） ＊ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届不

維持管理・運営要員休憩室 ① ※ ※ ※－ ※－ 休 休 適 届不

維持管理要員休憩室 ① ※ ※ ※－ ※－ 休 休 適 届不

運転者控室（湯沸室） ① ＊ 対象外 ○ 対象外 休 休（－） 休 適 届要

ゴミ処理室 ② ※ ○ ※－ 休 休（－） 休 － 届不

宅配便取扱室 ① 対象外 対象外 対象外 対象外 休 休 適 届要

防災センター ③ ※ ※ ※－ ※－ 休 休 適 届不

防災センター附属室 ③ ※ ※ ※－ ※－ 休 休 適 届不

特高電気室 ② ※ ※ 保 保 休 － － 届要
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資料２－３

◆在室時間 ◆立入り関する制限（時間帯） 　◆立入に関する制限（入室許可）

利用時間帯（一時在室の時間帯含） 朝 ：原則として執務時間(9:00）前に業務を行う 　届不：入室に届出が不要
不 ：不在時に業務を行う 　届要：入室に事前の届出が必要

開会中開館時間　7:50～21:00 常時在室の時間帯 休 ：原則として休日に業務を行う 　立要：入室に事前の届出及び
閉会中開館時間　8:00～20:00 適 ：議員等の了解を得て、執務時間中に適宜業務を行う 議員等の立会が必要

無印 常時不在の時間帯 保 ：保守員が保守点検時に業務を行う
－ ：制限なし

運営業務提供時間帯（第３章運営を参照）

・害虫及びねずみ等防除における駆除の実施は、休日とする

　SPC又は運営業者が使用する室の駆除は、他室と同日とする

＊ 閉会中は8:00～20:00まで 時間帯
＊＊ 閉会中は8:30～19:00まで 入室許可

＊＊＊ 閉会中は6:45～20:00まで
害虫及び

室名又は部位 床面積 ねずみ等

防除

（調査）

定期
（法定）

点検保守
左記業務# # # # #

清掃業務範囲 立入に関する制限

日常清掃
ごみ収集

定期
清掃

消耗品
交換

定期
清掃

　※は、SPC又は運営業者が実施すること
　・害虫及びねずみ等の生息調査対象場所は( )

下記の※は、ＳＰＣ又は運
営業者が適宜清掃するこ
と。

日常
清掃

#0

在室時間等（参考）

1 2 3 4 5 9 # # # # # # 1676 8 #

参議院

いずれも、本会議、委員会等がある場合は、その会議
散会後1時間まで閉館時間を延長

材質
①弾性床
②硬質床
③繊維床

㎡

高圧電気室 ② ※ ※ 保 保 休 － － 届要

自家発電機室 ② ※ ※ 保 保 休 － － 届要

弱電設備室 ③ ※ ※ 保 保 休 － － 届要

受水槽室 ② ※ ※ 保 保 休 － － 届要

熱源機械室１ ② ※ ※ 保 保 休 － － 届要

熱源機械室２ ② ※ ※ 保 保 休 － － 届要

消火ポンプ室 ② ※ ※ 保 保 休 － － 届要

ガス消火ボンベ室 ② ※ ※ 保 保 休 － － 届要

バッテリー室 ① ※ ※ 保 保 休 － － 届要

排水処理室 ② ※ ※ 保 保 休 － － 届要

ＭＲ ② ※ ※ 保 保 休 － － 届要

エスカレーター ３台 ＊ ○ 対象外 朝 対象外 休 休 適 届不

エレベーター １７台 ＊ ○ ○ 朝 休 休 休 適 届不

階段室 ①、③ ＊ ○ ○ － 休 休 休 － 届不

附室 ①、③ ＊ ○ ○ － 休 休 休 － 届不

818

202

80

170

390

44

52

64

125

71

－

－

1204

646

470
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